
山口市可燃ごみ指定収集袋製造業務委託契約書  

 

山口市可燃ごみ指定収集袋製造業務委託について、発注者  山口市（以下「発注者」という。）

と受注者          （以下「受注者」という。）とは、仕様書等に従い、次の条項により契約を締

結した。 

（目的）  

第１条  発注者は、次に掲げる物品（以下「物品」という。）の製造を受注者に委託する。  

(1) 物品名  山口市可燃ごみ指定収集袋  

(2) 規  格  仕様書のとおり 

(3) 年間契約袋納入数量  

袋の大きさ 納入数量  

大（容量  ４５リットル相当）  6,100 箱  （3,050,000 枚）  

中（容量  ３０リットル相当）  2,650 箱  （1,325,000 枚）  

小（容量  ２０リットル相当）  1,400 箱  （700,000 枚）  

(4) 契約保証金  山口市財務規則第１２５条第７号の規定により免除する。  

(5) 契約期間   契約の日から令和９年３月３１日まで。 

（委託料）  

第２条  業務の委託料（以下「委託料」という。）の額は、金             円（うち消費税及び

地方消費税の額            円）とする。 

（物品の納入）  

第３条  受注者は、令和８年１０月、同年１２月、令和９年２月、同年３月の年４回納入を行うものと

する。また、各回の納入数量は、別紙４に示す予定数量を目安とするものとする。ただし、発注者

が安定供給を図るため、納入時期の変更を受注者に要請する場合は、この限りでない。  

２  受注者は、発注者の指定する場所に物品を納入するものとする。  

（納入の通知）  

第４条  受注者は、前条の規定により物品を納入するときは、その旨を発注者に通知しなければな

らない。 

（物品の検査）  

第５条  発注者は、前条の通知を受けたときは、当該通知を受けた日から１０日以内に受注者の納

入した物品の検査を行うものとし、受注者は当該検査に立ち会うものとする。なお、当該検査は

発注者が指定する場所で行うものとする。また、検査に要する費用は、全て受注者の負担とす

る。 

２  受注者は、納入した物品の全部又は一部が前項の検査に合格しなかったときは、発注者が指

定する期日（以下「指定日」という。）までに、検査に合格できる物品を納入しなければならない。  

３  前項の規定による納入については、前条及び第１項の規定を準用する。  

（物品の引渡し）  

第６条  受注者は、納入した物品が前条第１項（同条第３項において準用する場合を含む。）の検

査に合格したときは、当該検査に合格した物品（以下「本物品」という。）を発注者に引渡さなけ

ればならない。 

（所有権の移転）  

第７条  本物品の所有権は、前条の規定による引渡しが完了したときに、受注者から発注者に移

転するものとする。 

 



（委託料の支払）  

第８条  委託料は、第３条第１項に定める４回の納入回数ごとに、分割で支払うものとする。 

２  受注者は、第６条の規定による引渡しが完了した後、引渡し分に係る委託料の請求書を発注

者に提出するものとする。 

３  発注者は、受注者から適法な請求書を受理したときは、受理した日から３０日以内に委託料を

受注者に支払うものとする。 

（期日等の変更）  

第 9 条 受注者は、天災その他やむを得ない理由により、第３条に規定する納入の期限又は指定

日（以下「納入期限等」という。）の変更を必要とするときは、発注者にその旨を申し出ることが

できる。 

２  発注者は、前項の規定による申出について、理由が正当であると認めるときは、納入期限等の

変更を承諾するものとする。 

（危険負担）  

第１０条 第６条の規定による引渡し前の物品の滅失、損傷その他損害については、受注者の負担

とする。 

 （暴力団等からの不当介入の排除）  

第 11 条 受注者は、契約の履行に当たり暴力団等（山口市暴力団排除条例第２条第１号及び第２

号に規定する暴力団及び暴力団員をいう。）から不当介入を受けた場合は、その旨を直ちに発

注者に報告するとともに、所轄の警察署に届け出なければならない。 

２  受注者は、前項の場合において、発注者及び所轄の警察署と協力して不当介入の排除対策を

講じなければならない。 

３  受注者は、前項の規定による排除対策を講じたにもかかわらず、物品の納入に遅れが生じるお

それがある場合は、発注者と物品の納入に関する協議を行わなければならない。 

４  受注者は、発注者との納入に関する協議を行った結果、物品の納入に遅れが生じると認められ

た場合は、第９条の規定により、発注者に納入期限の延長の請求を行うものとする。 

（契約の締結に要する費用）  

第12条 この契約に要する費用は、全て受注者の負担とする。 

（その他の事項）  

第１３条 前各条に定めるもののほか、この契約に関しては、別添「「山口市可燃ごみ指定収集袋」

の規格及び仕様書」及び「山口市業務委託契約約款」に定めるところによる。 

以上の契約締結の証として、この証書を２通作成し、双方記名押印の上、各自１通を保有する。 

 

令和８年  月  日  

 

発注者  山口県山口市亀山町２番１号  

 山口市  

 山口市長   伊  藤   和  貴  

 

 

受注者   


